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３）成年後見制度の市町村長申立て 

高齢者虐待防止法では、虐待対応のための権限行使の一つとして、適切に市町村長に 

よる成年後見制度利用開始等の審判請求（以下「市町村長申立て」といいます。）を 

行うことが規定されています（高齢者虐待防止法第９条第２項）。 

成年後見制度は、判断能力の不十分な者を保護し、意思決定を支援するための権利 

擁護支援の重要な手段ですが、制度の利用は十分とはいえない状況にあることから、 

高齢者虐待防止法には、都道府県や市町村が成年後見制度の周知・普及を図ることも 

規定されています（高齢者虐待防止法第２８条）。 

さらに、平成２８年４月、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が制定され、 

成年被後見人等が個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障 

されるべきこと等を基本理念とし、家庭裁判所、関係行政機関、地方公共団体、民間の 

団体等の相互の協力及び適切な役割分担の下に必要な体制を整備することとされ、平成 

２９年３月「成年後見制度利用促進基本計画」及び令和４年３月「第二期成年後見制度 

利用促進基本計画」を策定し、各市町村において、地域共生社会の実現に資する権利 

擁護の地域連携ネットワークの構築と中核機関の整備が進められてきています。 

特に、第二期基本計画では、権利擁護支援の定義において、「意思決定支援等による 

権利行使の支援」とともに、「虐待対応や財産上の不当取引への対応における権利侵害 

からの回復支援」が主要な手段として位置付けられ、そのための重要な手段として成年 

後見制度の利用が位置付けられています。（第二期基本計画４頁） 

虐待対応における成年後見制度の利用については、こうした各市町村の権利擁護の 

地域連携ネットワークと連携した取組が求められます。 

 

市町村長申立てが必要とされるのは、高齢者の判断能力が不十分である状況等を要因 

 として養護者及び養介護施設従事者等による虐待が生じ、第三者等による身上保護と 

財産管理が必要である状況が想定されます。例えば、経済的虐待について養護者から 

高齢者の生活年金等の収入や資産を確保する必要がある場合、介護・世話の放棄・ 

放任等について、高齢者に代わり必要な医療や福祉サービス契約につなぐ必要がある 

場合、やむを得ない事由による措置等により保護した後に通常の利用契約に移行する 

場合などです。 
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虐待対応のために市町村長申立てをする場合は、老人福祉法第３２条の「その福祉を 

図るために特に必要があると認めるとき」に該当します。個々の事案において緊急性が 

高い場合には、適切かつ迅速な申立ての手続きが求められるところです。 

基本的に、市町村長申立ての手続きとして、２親等内の親族の有無を確認することと 

されていますが、事案の緊急性が高く、２親等以内の親族が遠隔地に住んでいる等の 

理由により戸籍情報の取得が遅れる場合においては、現状において把握し得る情報を 

もって速やかに審判の申立てを行ったうえで、並行して戸籍調査を行うこともあり得る 

ほか、２親等内の親族である養護者への意向調査については、虐待等の緊急事案に 

おいては省略することができるとされています（「市町村長による成年後見制度に 

基づく後見開始の審判等の請求に係る基準等の基本的考え方及び手続の例示について」 

令和３年１１月２６日老認発１１２６第２号）。 

 

前述のように、虐待等の緊急事案においての親族調査は、申立てを行ったうえでの 

並行した戸籍調査の実施や意向調査の省略が可能であることから、親族が申立てに反対 

した場合でも、高齢者の権利を保護することを優先し、市町村長申立てを行うことが 

必要です。 

 

また、緊急性が高く審判がおりる前に高齢者の財産が侵害されるおそれがある場合は、 

審判前の保全処分を検討することも有効です。 

 

※審判前の保全処分にあたっては、①審判開始の蓋然性
がいぜんせい

があること、②保全の必要性があることの 

二つが要件となりますので、本案申立書や後見相当であることがわかる診断書や、早急に財産管理人 

をつける必要がある実態を記したケース記録等を添付し、直ちに成年後見制度の審判前の保全処分 

申立てを行う必要があります。 

 

なお、市町村長申立ての際、高齢者の居場所を秘匿する必要がある場合は、 

「非開示の申出書」を添付する方法があります。 
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住所地と居住地が異なる場合の成年後見制度市町村長申立てについて 

（令和３年１１月２６日付老認発１１２６第２号） 

 

市町村長申立てに当たっては、対象者の権利擁護支援が迅速に行われることにより、 

本人の利益が尊重されることが重要である。市町村長申立てを行う市町村は、本人の 

状態像や生活実態を的確に把握していることが重要であることや、施設所在地への 

申立ての過程の集中を防ぐ観点も考慮する必要である。 

これらの観点を総合的に踏まえ、住所（住民登録のある場所をいう。）と居所が 

異なる市町村である場合における市町村長申立ては原則として 

・生活保護の実施機関（都道府県が実施機関である場合を除く。以下同じ。） 

・入所措置の措置権者 

・介護保険の保険者 

・自立支援給付の支給決定市町村 

等となる市町村が行うこと。 

ただし、施設入所が長期化し施設所在地市町村が本人の状況をよく把握している 

場合等においては、当該市町村が積極的に申し立てることを妨げるものではない。 

また、居所となる施設所在地市町村や成年後見制度の利用促進を担う中核機関等は、 

医師の診断書や本人情報シートの作成に係る調整、後見人等の受任調整等に関して、 

迅速な申立てに資するため、市町村長申立てを行う市町村の要請に応じて協力すること。 

なお、本人の年齢や状態によっては、市町村内において関係部局が複雑になることも 

想定されることから、市町村長申立てに向けて円滑な情報共有を図るため、庁内におけ 

る連携体制を構築すること。 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 

 

ア. 成年後見制度利用支援事業の積極的な取組 

全国どこに住んでいても成年後見制度を必要とする人が制度を利用できるよう、 

申立費用や報酬の助成等を行う事業として、成年後見制度利用支援事業があります。 

高齢者虐待の対応において、市町村における成年後見制度利用支援事業が未実施で 

あることや、対象者の範囲が異なること等を理由として、市町村長申立てが行われない 

ことがないようにする必要があります。 

当該事業の未実施市町村等におかれては、国の成年後見制度利用促進施策に係る取組 

状況調査の結果も踏まえつつ、積極的な取組をお願いします。（「市町村長による成年 

後見制度に基づく後見開始の審判等の請求に係る基準等の基本的考え方及び手続の例示 

について」令和３年１１月２６日老認発１１２６第２号、「成年後見制度利用支援事業 

の適切な実施について」令和４年１０月１７日事務連絡、「市町村長による成年後見 

制度に基づく後見開始の審判等の請求の適切な実施及び成年後見制度利用支援事業の 

推進について」令和５年５月３０日事務連絡） 

 

また、大月市社会福祉協議会では、判断能力が不十分な高齢者等が地域で自立した 

生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助や、それに伴う日常的な金銭管理の支援を 

行う日常生活自立支援事業を実施しています。なお、多くの場合、市町村社会福祉協議 

会が相談受付や支援計画に基づく援助等の業務委託を受けています。 

虐待対応計画の策定にあたっては、本人の判断能力が不十分な場合には、当該事業の 

活用も視野に入れた検討が必要となります。 

 

イ．住民基本台帳の一部の写しの閲覧等の不当利用の防止 

養護者から高齢者の身を守るために転居した場合、養護者やその知人が住民基本台帳 

 の一部の写しの閲覧等の制度を不当に利用して被害者の住所を探し、再び虐待に及ぶ 

危険が考えられる場合があります。 

その場合、各市町村長が事務を行う住民基本台帳の一部の写しの閲覧等について、 

高齢者虐待の被害者の申出に基づき、加害者からの被害者に係る住民基本台帳の一部 

の写しの閲覧等の請求は、「不当な目的によることが明らかである」または「相当と 

認めることが出来ないもの」として閲覧等が拒否されます。また、その他の第三者から 

の請求についても、加害者のなりすましや加害者からの依頼による閲覧等を防止する 
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ため、本人確認や利用目的の審査がより厳格に行われます。 

 

※「住民基本台帳事務における支援措置申請書」の例は、「ドメスティック・バイオレンス、 

ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための措置に係る 

支援措置申出書の様式の変更と留意点について」 

（総行住第３２号総税固第８号令和４年３月３１日）参照。 

 

ウ. 年金搾取等の事実確認のための年金個人情報の確認 

養護者等が高齢者の年金を管理し、経済的虐待に及んでいることが考えられる場合、 

年金の引き出し履歴を確認して虐待の事実を把握したり、振込口座を変更し、高齢者 

の年金を保護する等の対応が必要な場合が考えられます。 

年金に関する個人情報は、プライバシー性が非常に高いことから、その目的外利用・ 

提供は行政機関個人情報保護法よりも厳しく制限されており、他の行政機関等への 

年金個人情報の提供は、政府管掌年金事業に関連する事務や明らかに本人の利益となる 

場合等に限られていますが、年金搾取や介護放棄等の虐待を受けているおそれのある 

事案について自治体が行う事実関係の把握等、厚生労働省令で定める事務のために、 

日本年金機構が年金個人情報を提供できることとされています。 

 

エ. 年金個人情報の秘密保持の手続 

日本年金機構では、秘密保持の手続を希望する者のうち、暴力、財産の不当な搾取 

 等の虐待を受けているため、保護・支援されているまたは過去にされていたことが 

支援機関等により証明されている者については 

①基礎年金番号を別の番号に変更すること 

②本人又は法定代理人以外の者が委任状を持参して来訪したとしても個人情報に 

関する回答及び手続を行わないようにすることが可能です。 

秘密保持の手続の要件として、支援機関等による証明書の提出を求めているため、 

保護・支援を受けている又は過去にされていた旨の証明を行うなどの対応が必要です。 
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オ. 養護者の健康保険の被扶養者から外れる手続 

高齢者を分離保護した後、国民健康保険に加入するため、養護者が被保険者である 

健康保険の被扶養者から外れる手続きをする必要がある場合については、本来は被保険 

者からの届出に基づくものであるところについて、この場合には、被保険者から当該 

届出がなされなくとも、高齢者から、被保険者と高齢者が生計維持関係にないことを 

申し立てた申出書とともに、高齢者虐待に関する相談・通報窓口等の公的機関から発行 

された被保険者等からの暴力等を理由として保護した旨の証明書、または地方公共団体 

と連携して被害者の支援を行っている民間支援団体から発行された確認書を添付して、 

高齢者が被扶養者から外れる旨の申出がなされた場合には、保険者において、高齢者を 

被扶養者から外すことが可能とされています（「被保険者等から暴力を受けた被扶養者 

の取扱い等について」令和５年３月３０日保保発０３３０第４号）。 

 

カ. 虐待等被害者に関わるマイナンバー制度の不開示措置 

マイナンバー制度においては、虐待等の被害者の住所・居所がある都道府県または 

市町村に係る情報を加害者が確認できないよう、不開示コード等の設定や、お知らせ 

を送る対象から除外する措置（以下「不開示措置」という。）を行うことができます。 

 

※「不開示措置」の詳細は、「ＤＶ・虐待等被害者に係るマイナンバー制度における不開示措置の 

周知について（依頼）」（平成２９年８月９日内閣官房番号制度推進室総務省大臣官房個人番号 

企画室事務連絡）を参照。 


